
テニス個人登録の更新が始まります 
 

本年（2018年）12月に有効期限を迎える方から順次、更新手続きが始まります。更新期間は、

有効期限の＊前後２ヶ月間です。（＊２ヶ月前の初日から、２ヶ月後の月末） 

更新場所は、各体育施設窓口（相模川河畔スポーツ公園を除く）です。下記の物をご持参の

上、ご本人がご来場ください。（代理人不可） 

 ・利用登録申込書（体育施設窓口にて配布、または、ホームページより印刷してください） 

 ・住所を確認できるもの（運転免許証、住基登録カード、健康保険者証等） 

  

 

例） 有効期限が ２０１８年 12月 15 日 の場合  

    ➡ 更新期間は ２０１８年 10月１日 ～ ２０１９年 2 月 28日  

※有効期限を過ぎると予約システムにログインできなくなり、予約申込、確認等ができま

せんのでご注意ください。（更新期間とは異なります） 

 

問い合わせ 総 合 体 育 館  （８２）７１７５ 

      柳島スポーツ公園 （７３）８６３２ 

* 更新すると今までの登録番号を継続して使用できます。（更新期間を過ぎると消失します） 

* 有効期限前に確定した抽選申込や随時予約（仮予約）は有効です。 

* 有効期限が過ぎても、還付手続きはできます。（利用決定書とご印鑑をお持ちください） 

* 有効期限が不明の場合は、受付窓口までお電話等でお問い合わせください。（各窓口及び

施設管理者ホームページでも、有効期限対象番号を月別でご案内しております。 


